
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年８月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第48号

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例（平成12年鳥取県条例第61号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（中心市街地における不動産取得税の不均一課税） （中心市街地における不動産取得税の不均一課税）

第４条 中心市街地法第９条第11項に規定する認定基 第４条 中心市街地法第９条第10項に規定する認定基

本計画の公表の日（その日が中心市街地の活性化に 本計画の公表の日（その日が中心市街地の活性化に

関する法律第48条の地方税の不均一課税に伴う措置 関する法律第48条の地方税の不均一課税に伴う措置

が適用される場合等を定める省令（平成11年自治省 が適用される場合等を定める省令（平成11年自治省

令第９号。以下「中心市街地法省令」という。）第 令第９号。以下「中心市街地法省令」という。）第

３条に規定する期間内であるものに限る。以下この ３条に規定する期間内であるものに限る。以下この

条において「公表日」という。）から起算して３年 条において「公表日」という。）から起算して３年

内に、中心市街地法省令第２条第１項に規定する商 内に、中心市街地法省令第２条第１項に規定する商

業基盤施設（以下「商業基盤施設」という。）を設 業基盤施設（以下「商業基盤施設」という。）を設

置した者については、当該商業基盤施設の用に供す 置した者については、当該商業基盤施設の用に供す

る家屋（当該商業基盤施設の用に供する部分に限る る家屋（当該商業基盤施設の用に供する部分に限る

ものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、遊技施設、 ものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、遊技施設、

飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利 飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利

用について対価若しくは負担として支払うべき金額 用について対価若しくは負担として支払うべき金額

の定めのある施設に係るものを除く。）又はその敷 の定めのある施設に係るものを除く。）又はその敷

地である土地の取得（公表日以後の取得に限り、か 地である土地の取得（公表日以後の取得に限り、か

つ、土地の取得については、その取得の日の翌日か つ、土地の取得については、その取得の日の翌日か

ら起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家 ら起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家

屋の建設の着手があった場合における当該土地の取 屋の建設の着手があった場合における当該土地の取

得に限る。）に対して課する不動産取得税の税率 得に限る。）に対して課する不動産取得税の税率

は、鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号。以 は、鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号。以

下「県税条例」という。）第79条の規定にかかわら 下「県税条例」という。）第79条の規定にかかわら

ず、100分の0.4とする。 ず、100分の0.4とする。

附 則

この条例は、平成23年８月２日から施行する。


